
R5年度　中山間地域等直接支払交付金一覧表　　（面積増減控除・超急傾斜加算分含む）

■ ３法指定地域に係るもの

急傾斜（1/20
以上）

緩傾斜
（1/100以上）

急傾斜（15度
以上）

緩傾斜（8度
以上15度未

満）
交付金額

田 畑

1 姫路集落協定 集落協定 8割 急・緩 - ― 14,783 36,889 0 0 51,672 484,443 ○ ○

2 明辺集落協定 集落協定 10割 急 - 〇 超急傾斜 73,696 0 0 0 73,696 1,888,242 ○ ○

3 落岩集落協定 集落協定 8割 急 - ― 27,939 0 0 0 27,939 469,375 ○ ○ ○

4 落岩第二集落協定集落協定 8割 緩 - ― 0 46,642 0 0 46,642 298,508 ○ ○

5 麻生第二集落協定集落協定 10割 急・緩 緩 〇 2,535 79,345 0 3,090 84,970 698,810 　 ○ ○ ○ ○

6 福地集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 生産性向上 15,739 145,794 0 0 161,533 1,981,470 ○ ○ ○ ○

7 野町集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 20,342 72,768 0 0 93,110 1,009,326 ○ ○ ○ ○

8 覚王寺集落協定 集落協定 10割 急 急・緩 〇 28,994 0 1,892 3,954 34,840 644,471 ○ ○

9 市場集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 16,955 233,508 0 0 250,463 2,224,119 ○ ○

10 上津黒集落協定 集落協定 8割 急 緩 ― 143,161 0 8,028 151,189 2,427,582 ○ ○ ○ ○

11 下津黒集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 35,818 85,127 0 0 120,945 1,433,194 ○ ○ ○ ○

12 やまのうえ集落協定集落協定 10割 緩 - 〇 生産性向上 0 209,839 0 0 209,839 2,308,229 ○ ○ ○ ○

13 上峰寺集落協定 集落協定 10割 緩 - 〇 0 164,727 0 0 164,727 1,317,816 ○ ○

14 下峰寺集落協定 集落協定 10割 緩 - 〇 生産性向上 0 201,538 0 0 201,538 2,216,918 ○ ○

15 花原集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 2,855 26,563 0 0 29,418 272,459 ○ ○

16 花原B 集落協定 10割 急・緩 - 〇 6,172 10,683 0 0 16,855 215,076 ○ ○ ○ ○

17 山路集落協定 集落協定 10割 緩 - 〇 集落強化 0 89,722 0 0 89,722 986,942 ○ ○ ○

18 大江集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 50,077 37,659 0 0 87,736 1,352,889 ○ ○ ○ ○

19 水口集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 生産性向上 14,299 49,844 0 0 64,143 891,460 ○ ○

20 西谷集落協定 集落協定 10割 急・緩 緩 〇 60,332 88,899 0 5,384 154,615 1,997,008 ○ ○

21 三山口・鍛冶屋集落協定集落協定 10割 急・緩 - 〇 集落連携 83,287 58,953 0 0 142,240 2,647,371 ○ ○ ○ ○

22 稗谷集落協定 集落協定 10割 急 緩 〇 18,186 0 0 19,549 37,735 450,327 ○ ○

23 下日下部集落協定集落協定 10割 緩 - 〇 0 69,896 0 0 69,896 559,168 ○ ○ ○

24 小別府集落協定 集落協定 10割 緩 - 〇 0 160,477 0 0 160,477 1,283,816 ○ ○

25 日田集落協定 集落協定 10割 急・緩 - 〇 集落連携 7,543 452,227 0 0 459,770 5,155,529 ○ ○

26 八頭船岡農場 個別協定 10割 急・緩 - 超急傾斜 157,134 1,049,528 0 0 1,206,662 11,730,982

27 大村祥一朗 個別協定 10割 緩 - 73,633 73,633 589,064

28 大坪集落協定 集落協定 10割 緩 - 〇 282,109 282,109 2,256,872 ○ ○ ○

0 185,883 83,531 0 8,028 277,442 3,679,908

　 593,964 3,642,839 1,892 31,977 4,270,672 46,111,558

　 779,847 3,726,370 1,892 40,005 4,548,114 49,791,466

26 622,713 2,603,209 1,892 40,005 3,267,819 37,471,420

2 157,134 1,123,161 0 0 1,280,295 12,320,046

合計

集落協定　計

個別協定　計

合計

基礎単価　計

体制整備単価　計

面積（㎡）

農業生産
条件の強
化

その他（自
由記載）

将来にわたり農業
生産活動等が可
能となる集落内の
実施体制構築

消費・出資
の呼び込
み

共同で支
え合う集団
的かつ持
続可能な
体制整備

集落マスタープラン

協定の担い手とな
る新たな人材の育
成・確保

協定参加者それぞ
れが、作物生産、
加工・直売等さま
ざまな工夫により
再生可能な所得を
確保

その他 機械・農作
業の共同
化等営農
組織の育
成

高付加価
値型農業

集落における将来像 将来像を実現するための目標と活動計画

交付対象農用地

総計

面積（㎡） 面積（㎡） 面積（㎡）

田 畑

面積（㎡）

令和5年度

NO 協定名称 協定区分 単価
主傾斜 集落

戦略
担い手へ
の農地集
積

担い手へ
の農作業
の委託

新規就農
者等による
農業生産

地場産農
産物等の
加工・販売

加算措置
の適用
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集落協定　計

個別協定　計

基礎単価　計

体制整備単価　計

NO 協定名称

その
他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④超急傾
斜農地保
全管理加
算

粗放的
畜産

多面的機能を増進する活動
②集落機
能強化加
算

魚類・昆
虫類の
保護

水路
清掃

①集落協
定広域化
加算

③生産性
向上加算

草刈
り

簡易
補修

草刈
り

水路

周辺林
地の下
草刈

土壌流
亡に配
慮した
営農

堆きゅう
肥の施
肥、緑
肥作物
の作付

体験民
宿の実
施

冬期の
湛水
化、不
作付地
での水
張等

⑥　限界的農
地について
は、林地化等
(そのための
買い上げを含
む。)を行う。

⑦　作業道の
設置、排水改
良等簡易な基
盤整備を行
う。

⑧　協定農用地に
おける農業生産
活動が維持される
よう担い手（認定
農業者、これに準
ずるものとして市
町村長が認定した
者、第３セクター、
特定農業法人、農
業協同組合、生産
組織等）を確保す
る。

⑨　集落の新
たな雇用創出
や地域経済
の活性化に
資する地場農
産物の加工・
販売を行う。

⑩　その他
（土地改良事
業、災害復旧
及び地目変
換（田から畑
等へ）等）

加算措置農用地に関する事項

農道

①　耕作放棄
されそうな農
用地について
は、集落内外
の担い手農
家や第３セク
ター等による
利用権の設
定等や農作
業の委託を行
う。

②　既荒廃農
地を協定農用
地に含める場
合には、荒廃
農地の復旧、
畜産的利用
又は林地化を
行う。

③　既荒廃農
地を協定農用
地に含めない
場合には、協
定農用地に
悪影響を与え
ないよう草刈
り、防虫対策
等の保全管
理を行う。

④　農地法面
の崩壊を未然
に防止するた
め、集落内の
担い手を中心
に定期的な点
検を行う。

⑤　協定農用
地への柵、
ネット等の設
置等により鳥
獣害防止対
策を行う。

農業生産活動等として取り組むべき事項

水路・農道等の管理方法

体験農
園の開
設

景観作
物の作
付


